
阿賀野市告示第１７３号  

 阿賀野市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要

綱の一部を改正する要綱を次のように定める。  

  令和３年１２月２０日  

                    阿賀野市長 田 中 清 善   

 

阿賀野市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実

施要綱の一部を改正する要綱  

 阿賀野市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要

綱（令和３年阿賀野市告示第１１８号）の一部を次のように改正する。  

第３条中「新型」を「同種の新型」に改め、同条第１号に次のように加える。 

オ 令和４年１月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都

道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金（初回）

の特例貸付（以下「初回貸付等」という。）をいずれも受けた者であっ

て、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月（緊急

小口にあっては、借入月）が到来していること（アからエの者及び現に

再貸付を申請又は利用している者を除く。） 

カ 令和４年１月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初

回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初

回貸付等の最終借入月（緊急小口資金にあっては、借入月）であること

（アからエの者及び現に再貸付を申請している者を除く。） 

 第３条第５号ア中「公共職業安定所」の次に「、無料職業紹介事業を行う特

定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業

紹介事業者（以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」とい

う。）」を加え、同号ア(イ)中「公共職業安定所」の次に「又は地方公共団体

が設ける公的な無料職業紹介の窓口」を加え、同条第７号中「再貸付」の次に

「又は初回貸付等」を加える。 

 第４条第２号中「公共職業安定所」の次に「又は地方公共団体が設ける公的

な無料職業紹介の窓口」を加える。 

 第７条中「令和３年１１月３０日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

 第８条に次の１項を加える。 

３ 第１３条の２の再支給の申請者は、第１項の規定にかかわらず、新型コロ

ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書（第１号の４様式）及

び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（再支給）申請時確認書

4.1.4 



（第１号の５様式）に加え、同項各号に掲げる書類のうち市長が支給要件を

確認する上で必要と認める書類を添えて自立相談支援機関に提出しなけれ

ばならない。 

第９条の見出し中「公共職業安定所」の次に「等」を加え、同条中「公共職

業安定所」の次に「又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」を

加える。 

 第１０条第３項中「公共職業安定所」の次に「又は地方公共団体が設ける公

的な無料職業紹介の窓口」を加える。 

 第１３条第１項第８号中「再貸付」の次に「又は初回貸付等」を加え、同条

の次に次の１条を加える。 

（再支給） 

第１３条の２ 市は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第７条第

２項の申請期限までに再支給の申請があった場合、第３条第２号から第７号

の要件を改めて確認の上該当する者については、一度に限り、第５条第２項

の支給額、第６条の支給期間により再支給することができるものとする。た

だし、従前の受給中に前条第１項各号（第２号、第６号及び第７号を除く）

に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく第３条第５号に関す

る報告等を怠った場合は、再支給することができない。 

 第１号の１様式、第１号の２様式及び第１号の３様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



申告事項

1

　□　総合支援資金の再貸付を借り終わった

　□　総合支援資金の再貸付が借り入れ最終月である

（総合支援資金（再貸付）の借入状況）

　総合支援資金（再貸付）：借入時期（　　年　月～　月）

　□　総合支援資金の再貸付を申請したが、不承認となった

　□　総合支援資金の再貸付の申請のために必要な、自立相談支援機関による支援決定を

　　　受けることができず、再貸付の申請をできなかった

（緊急小口資金及び総合支援資金の借入状況）

　緊急小口資金　　　　　：借入時期（　　年　月）　　　

　総合支援資金（初回）　：借入時期（　　年　月～　月）

　総合支援資金（延長）　：借入時期（　　年　月～　月）

（緊急小口資金及び総合支援資金の借入状況）

　緊急小口資金　　　　　：借入時期（　　年　月）　　　

　総合支援資金（初回）　：借入時期（　　年　月～　月）

　総合支援資金（延長）　：借入時期（　　年　月～　月）

　ことを申告いたします。

2

　　　　年　　月　　日

阿賀野市長 様

申請者住所

申請者氏名

（注意事項）
1

2 　支給に関して必要な範囲で、報告等を求めることがあります。

3 　支給決定に必要な範囲で、都道府県等から資産、収入、緊急小口資金等の特例貸付、職
業訓練受講給付金、生活保護の利用状況につき、官公署、社会福祉協議会、自立相談支援
機関、又は銀行その他の機関、他関係者に対し照会することがあります。

　添付書類を提出できない理由は下記のとおりです。

  申告内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって新型コロナウイル
ス感染症生活困窮者自立支援金を受けたり、又は受けようとしたときは、不当利得として
返還請求されることとなります。また、不正の内容が悪質な場合には刑事告発を行うこと
があります。

　この申告書は、
・申請書（第1号の1様式）の申立事項⑦の１～３又は５、６に該当する方のうち、申請時確認書（第1号の2
様式）に記載している添付書類に不足のある方
・申請書（第1号の1様式）の申立事項⑦の４に該当する方
のみ提出が必要となるものです。
　なお、社会福祉協議会に関係書類の再交付等を求める必要はありません。この書類と通帳の写しをご提出くだ
さい。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
再貸付不承認・過去借入状況申告書

　私は、

※１については、□のうちいずれか該当するものにチェックを入れた上で、借入時期を記載してくださ
い。
※２については、申請時確認書（様式１－２）に記載している添付書類に不足のある方のみ記入してくだ
さい。

　□　緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、借入最終月
　（緊急小口資金の場合、借入日が属する月）である（再貸付は申請・利用していない）

　□　緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも借り終わった
　（再貸付は申請・利用していない）

第1号の3様式

 



第１号の３様式の次に次の様式を加える。  

 

 

 

 



 



 



 第４号様式、第５号様式及び第６号様式を次のように改める。  

第４号様式（第１０条関係） 

 
阿賀野市長   様 
 

求職活動等状況報告書 

 

 この報告書は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給決定日から１か月以

内に実施主体に提出し、以後毎月  日（提出期限）までに報告をお願いいたします。 

提出書類は、この報告書とあわせて実施主体にご提出下さい。 

 

【この１か月間にあなたが行った活動に✔を入れて下さい。】 

①または②のどちらかの活動を行う必要がありますので留意してください。 

 

□１回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けた 

回数：（  回） 

     月  日（  ）  窓口 ・別紙の送付・ 電話 ・ メール ・ その他  

 

□２回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の

窓口での職業相談等を受けた 
回数：（   回） 

（提出書類）第５号様式 職業相談確認票 

 

□週１回以上、求人先へ応募を行ったか、求人先の面接を受けた 

回数：（   回） 

   （提出書類）第６号様式 常用就職活動状況報告書 

 

 

 

  □生活保護の申請を行った 

     （提出書類）生活保護の申請書の写し（保護の実施機関の受領印があるもの） 

     月  日（  ）申請先：           福祉事務所 

 

 上記報告に虚偽がないことを申告します。 

提 出 日：    年    月    日 

氏  名：                

住  所：                     電話番号：            

① 

② 

 

または 

 



） 

第 5号様式（第 10 条関係） 

職業相談確認票（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金）    
 
 
フリガナ 

氏  名                           

住  所                           

電話番号               

 

             

 

 

※公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口において支援（＊）を受けた

場合は、担当者から所要事項を記入してもらったうえで返却してもらうこと。（ひと月に最低２回

以上の支援実績を記入すること）  

※公共職業安定所において公的職業訓練（公共職業訓練・求職者支援訓練）の相談を行った際、安定

所担当者は特記事項欄の該当部分に○をして下さい。また、公的職業訓練を受講中の場合は、訓練

受講をもって求職活動（職業相談等の支援）とみなします。 

※本票は紛失しないよう注意すること。 

※公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の記入・確認を受けた本票は、

都道府県等に提出すること。 

 

 

 

 

相談日 
窓口 

確認欄 
担当者名 支援内容 特記事項 

年 

月 

日 

 

 １．職業相談 

２．職業紹介 

３．就職活動セミナーなど職業講習の受講 

１．公共職業訓練の相談 

２．求職者支援訓練の相談 

３．その他 

（          ） 

年 

月 

日 

 

 
１．職業相談 

２．職業紹介 

３．就職活動セミナーなど職業講習の受講 

１．公共職業訓練の相談 

２．求職者支援訓練の相談 

３．その他 

（          ） 

年 

月 

日 

 

 
１．職業相談 

２．職業紹介 

３．就職活動セミナーなど職業講習の受講 

１．公共職業訓練の相談２．

求職者支援訓練の相談 

３．その他 

（          ） 

年 

月 

日 

 

 
１．職業相談 

２．職業紹介 

３．就職活動セミナーなど職業講習の受講 

１．公共職業訓練の相談 

２．求職者支援訓練の相談 

３．その他 

（          ） 

年 

月 

日 

 

 
１．職業相談 

２．職業紹介 

３．就職活動セミナーなど職業講習の受講 

１．公共職業訓練の相談 

２．求職者支援訓練の相談 

３．その他 

（          ） 

年 

月 

日 

 

 
１．職業相談 

２．職業紹介 

３．就職活動セミナーなど職業講習の受講 

１．公共職業訓練の相談 

２．求職者支援訓練の相談 

３．その他 

（          ） 

○以下のいずれかに記入してください 

【公共職業安定所に求職申込みした場合】 

登録日  年  月  日 求職番号 

 

【地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓

口に求職申込みした場合】 

申込み日  年  月  日 窓口名称 

  



第 6 号様式（第 10 条関係） 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 常用就職活動状況報告書 

                            年  月  日 

  阿賀野市長    様 

フリガナ              

                    氏  名                            

                    住  所               

                    電話番号               

 

私は、常用就職に向けて、以下のとおり求職活動を行いましたので、報告します。  

 なお、就職が決まったときは「常用就職届」を速やかに提出します。  

 

１．求職活動の回数 

   ①公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に職業相談

等を行った回数    回 

   ②求人先へ応募を行ったか、求人先の面接を受けた回数     回 

    ※ 職業相談確認票（第 5 号様式）に記録した活動もカウントに含めること。  

 

２．求職活動状況 ※活動内容欄は左の該当する番号を記載すること。  

会社名   求職先の内容  

住所・電話   就業形態   

       ℡：  職種   

仕事内容   勤務時間   

活動内容  

 

１．電話  

２．メール  

３．履歴書  

４．面接  

５．その他  

活動日  活動内容  具体的な活動内容  

   

   

   

   

結果     月   日  採用   不採用（理由                 ） 

探した方法  公共職業安定所、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口、新聞・広

告、求人誌、知人の紹介、その他（         ）  

 

会社名   求職先の内容  

住所・電話   就業形態   

       ℡：  職種   

仕事内容   勤務時間   

活動内容  活動日  活動内容  具体的な活動内容  



 

１．電話  

２．メール  

３．履歴書  

４．面接  

５．その他  

   

   

   

   

結果     月   日  採用   不採用（理由                 ） 

探した方法  公共職業安定所、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口、新聞・広

告、求人誌、知人の紹介、その他（         ）  

会社名   求職先の内容  

   

住所・電話   就業形態   

       ℡：  職種   

仕事内容   勤務時間   

活動内容  

 

１．電話  

２．メール  

３．履歴書  

４．面接  

５．その他  

活動日  活動内容  具体的な活動内容  

   

   

   

   

結果     月   日  採用  不採用（理由                 ） 

探した方法  公共職業安定所、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口、新聞・広

告、求人誌、知人の紹介、その他（         ）  

 

会社名   求職先の内容  

住所・電話   就業形態   

       ℡：  職種   

仕事内容   勤務時間   

活動内容  

 

１．電話  

２．メール  

３．履歴書  

４．面接  

５．その他  

活動日  活動内容  具体的な活動内容  

   

   

   

   

結果     月   日  採用   不採用（理由                 ） 

探した方法  公共職業安定所、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口、新聞・広

告、求人誌、知人の紹介、その他（         ）  



 

会社名   求職先の内容  

住所・電話   就業形態   

       ℡：  職種   

仕事内容   勤務時間   

活動内容  

 

１．電話  

２．メール  

３．履歴書  

４．面接  

５．その他  

活動日  活動内容  具体的な活動内容  

   

   

   

   

結果     月   日  採用   不採用（理由                 ） 

探した方法  公共職業安定所、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口、新聞・広

告、求人誌、知人の紹介、その他（         ）  

 

附 則  

この告示は、令和３年１２月２０日から施行し、改正後の阿賀野市新型コロ

ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和３年

１２月１日から適用する。  

 


